
釧路市議会会議規則
（請願書の記載事項等）

第81条　請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏
名（法人の場合にはその名称及び代表者の氏名）を記載し、請願者が押印をしなけ
ればならない。

２　請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならな
い。

３　請願書の提出は、平穏になされなければならない。

４　請願者が請願書（会議の議題となったものを除く。）を撤回しようとするとき
は、議長の承認を得なければならない。

（請願文書表の作成及び配布）

第82条　議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

２　請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名（請願者数人連署の
ものは、ほか何人と記載）、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載
する。

（請願の委員会付託）

第83条　議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営
委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託す
る必要がないと認めるときは、この限りでない。

２　前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会又
は議会運営委員会に係る請願は、議会の議決で、特別委員会に付託することができ
る。

３　請願の内容が２以上の委員会の所管に属する場合は、２以上の請願が提出された
ものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

（請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求）

第84条　議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければな
らないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決し
たものについてはこれを請求しなければならない。

（陳情書の処理）

第85条　議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するもの
は、請願書の例により処理するものとする。

 


